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第15回 口頭弁論/被告 0個人の証人尋問

第 15回 口頭弁論は 10月 19日 (金 )午前 10時 より福岡地裁 101号大法廷で開かれました。傍聴者

は 55人の参加でした。被告・個人の裁判は準備書面の陳述と最後の証拠調べで終結 しました。

判決は、 2019年 2月 5日 (火)13時 10分より福岡地裁 101号 法廷で行われます。私たちは原告

の心からの叫び、訴えを認め個人と国の責任を明らかにする「判決Jになることを確信 します。

判 決 (被告 0個人)

日時-2019年 2月 5日 (火)13時 10分

法廷―福岡地裁101号法廷

※詳細は別途お知らせします。

第 16回 口頭弁論/防衛大教官 (国)の証人尋問

第 16回 口頭弁論は 10月 25日 (本)午前 10時より福岡地裁 101号大法廷で開かれました。被告・

個人の裁判は国と分離 して終結 しましたが、ラ|き 続き防大教官の尋聞がはじまりました。

傍聴者は午前 55人、午後 56人の参加で した。終了後、 「六本松キリス ト福音協会」で報告会を兼ねて

第 3回総会が開催されました。

■報告会・第 3回総会

進行は支援する会の末永節子さんの司会で進めら

れました。最初に、石村善治代表の挨拶を受けた後、

それぞれ弁護士から証人尋間の報告、つづいて事務

局長の前海満広より第 3回総会議案提起を受け、全

体論議へ と移 りました。会場から原告母親からの訴

えを含め 4名 の方より、活動報告、問題提起があ り

ました。貴重なご意見ありがとうございました。

今 日は沢曲の方に来ていただいてありがとうござ

いました。

この迫力の中で今 日証人の教官の人たち、国の代

理人である法務省の人たちが、ちょっとびびつてお

られる。何が出るかびくびくしている状況でした。

赤松秀岳 弁護士

今日は時間が限られていますので、今日の尋間に

ついてそれぞれ担当の弁護士から報告していきたい

と思います。
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の加害行為を予演1出来なかった、だから防止できなかつ

た。だから責任はない、このような国の主張をどうこ

ちらの方で反論 していくかとい うことです。単に普通

に業務をやつて、学生の行為を予浪1で きない、ある意

味当た り前のことを国は言つているだけだつたと思い

ます。 「学生間指導」とい うシステムを導入 している

以上は、何が学生間で行われているかということを教

官が防衛大の中で積極的に情報を集めて、一人の人に

集中的にいじめが集中した りしないように…そ うい う

任務があるんだとい うことを、この点を重点に明らか

にしたかつたのです。学生間指導のコン トロールとい

うのがキーワー ドです。

最後に、裁判官の質問の中でこのキーワー ドが 2回

でてきたので、一定の成果はあつたと思つていますG

今後ともご支援よろしくお願い致 します。

佐藤博文 弁護士

皆さん、昨ロホL幌から入 りましたc朝 トノプバツタ~

で尋問しましたc

G教官 (一年生の時の教官)を担当しました。部屋で

ファイヤーとい う粗相ポイン トの罰ゲームをやつてい

て、そこに巡回でやつて来て中に入って原告の顔まで

ぞき込んでいるのに、事前の陳述書などではまったく

覚えていないと言い、もし仮にそ うい うことがあつた

ら、暴力は絶対反対だから問い質 して処分 したはずだ

○第 18回 回頭弁論 (防大教官の尋問)

1, 日時-2019年 1月 17日 (本 )13時 10分～     多数の傍聴をお願ιヽします。

2,法廷―福岡地裁101号

3,内容一防大教官2理 の尋 Fpa

２

・・・・・

と言つていた人です。
「学生間指導」の名 日で、学生舎のなかで、部屋で

の後片付けや しつけについて粗相ポイン トとい う形で

上級生がチェックをしてポイン ト化 し、それを罰ゲー

ムにして身体で覚えさせる、こういうことが防衛大で

普通に行われていました。

実は、これは実際に現場に出た自衛隊もそ うなんで

す。寮にみんな入 らせ られて、24時間即応体箭1と 言 う

ことで勤務 します。ですから一般の働いている若者や

学生と違って、アフターファイブとかい う概念があり

ません。24時間、いざとなれば命令で集合 して、任務

を遂行 していかなければならない。そのような中で、

様々なス トレスや衝突、いじめなどが生まれる訳です。

今日は、午後の 2人 もそ うですけれ ども、この粗相

ポイン ト■llに ついて教官が知 らないと言つてくること

は想定はしていたんですけれ ども、粗相ポイン ト制が

防衛大生の中にあるんだとい うこと自体を全否定 して

くるとは思いませんでした。

私はフャイヤーを知 らなかった。陳述書によれば、

昔先輩からそんなことは聞いたことがあつたとか、宴

会場であつたとか、そ うい う程度の話 しだと言 うので

す。粗相ポイン ト論1を認めて しまうと、当然その内容

についてどこまで認識 していたのか、どこまでは度を

超えたもので駄 目なのか、どこまでは超えていないの

か、とい うふ うに議論が発展 していきますから、そこ

のと二ろ!r行かないように l.た のだと思いますこそこ

で頑張るんだとい うことで、 3人意志統一 して、ある

いは指導を受けて、今 日の法廷に臨んでいたとい うの

が私の印象です。 これはあまりにも客観証拠 との矛盾

が明らかです。

これから11月 、来年 1月 と、教官の尋間が続いて

いきます。今 日は 1回 日ですから、これを踏まえて、

さらに鋭 く追求 して 1/Nく ことになります。その後に、

原告本人、それ′からお母さんの証人申請 もして証言 し

てもらいます。教官 との対話はお母さんがしています

ので一。

そ うい う形で今 日の彼 ら3人の教官証言の矛盾をこ

れから積み重ねるように暴露して行くことになります。

今後ともよろしくお願いします。
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井下顕 弁護士

皆さんお疲れ様です。本 田最後尋間のT教官を担当

しました井下です。

T教官はK、 Uの指導担当教官ですが、このT教官

を攻略するポイン トとして考えたのは 2つです。

1つ は,加害性の認識の欠如、それから加害性擁護

の志向です。例えば、いじめ事件 とかニュースで見聞

きされる際に注意 していただきたいのですが、問題の

事案というのは大体、加害性の認識が欠如 しています。

それから加害性を擁護 しようと一定の志向が見られま

す。

驚害性の認識が欠女口しているから、事実確認をしよ

うとしないι事実を究明 L´ ない tと で加害性の現実か

ら目を背ける。加害性を擁護 しようとする意思が働く

のは、端的に言って面倒 くさいからです。まず加害性

を認識 して当該問題にきちんと対処 しようとすれば、

大変なエネルギーが必要となりますが、事なかれ主義

に陥いる結果、カロ害性を擁護 しようとしますcこ の 2

つの問題で本件を見ていつたとき、別のM教官の供述

調書ですが、調査官から非常に厳 しい指摘を受けてい

るのですね。 これはT教官の認識をただす上で絶好の

材料になりました。

尋間の最後の方で、私がT教官に学生間指導の問題

について尋ねましたが、T教官は良く分かつていなかっ

たのです。防衛大では以前一時期、学生間指導を禁止

した時期があるんですね。これは尋問前に資料を読み

込む中で分かったのですが、ゆとり世代 と言われる世

く 3〉

代が防衛大に入つて くる中で、おそ らく2005年
(平成 17年 )以降、学生間指導が禁止されたんですc

ゆとり世代だからというのはあまり意味がないと思い

ますが、いずれにしましても一時期、防衛大でも学生

間指導は問題があると認識 していたのです。なぜ、学

生間指導を禁止するのか ?よ くよく考えて見ます と、

指導する側 と指導される側はある一時点で、そこに |ま

強者 と弱者が必ず生まれます。そ うするとそこにハラ

スメン トが起こりうる可能性が出てきます。この点は、

民間の会社を例にとつても、業務命令の指揮系統が一

本なら良いですが、社員同士が指揮命令できるなんて

ことになります と、もはや収拾がつかなくなり無秩序

状態にな ります。学生間指導は、だれが指導 して指導

されるのか、もうぐちゃぐちゃでよく分からない状態。

だから教官も打つすべがない。暴力禁止と言つたつて、

暴力が日常的な問題の解決手段になつているわけです

から止めようがない。 T教官は 「指導の範疇にない暴

力」とい う言い方をしました。逆に言 うと、暴力の中

でも「指導の範疇にある暴力」力Sあ るといつてしまつ

たわけです。

最後に,弁護団の佐藤先生に情報公開で取つて頂い

た情報に,「防衛大学校学生間指導のあり方について」

とい うのがあります。これは学生隊学生長が学生間指

導が問題になった後、 2014年 (平成 26年)に意

見を出してきたわけです。学生長は何と言つているか、

これが恐ろ [′ いのですこ 「自分たちに罰則の権限を与

えろ」と言つている、 「振 り分けてどんどん落とせ」

と言つている。学生時代に、 「体育会系のクラブなど

に入っていなかった」 「生徒会に入つていなかった」

とい う人は防衛大の生活に引1染 まない、ついて行けな

い。そ ういう人は最初から落としてしまえというエリー

ト意識です。

自分たちは幹部自衛官で、この国を守るスーパニエ

リー トなんだ。だから何をしても許 される、この発想

とい うのは、 「2・ 26事件」とか、つい先日の民主

党の国会議員に対する 「国賊」などと言つた、これ ら

と根つこは一緒だと思います。こうした現在の防衛大

の雰囲気や恐ろしさを裁判長がどこまで分かつてくれ

るのか、今後強調 していつて良いのではないかと思い

ます。

◆財政支援カンパ

*郵便振替 一日1, 000円 (何 口でも可)

名 称/防衛大人権侵害裁判を支援する会

口 座 /01750-5-145369

*労働金庫

名 称/防衛大人権侵害裁判を支援する会

事務局長 前海満広

口 座/九州労働金庫福岡県庁前支店

6725504



防衛大人権侵害裁判を支援する会第 3回総会

【I】 司会挨拶

【Ⅱ】支援する会代表挨拶

【Ⅲ】‐弁護団代表挨拶

【Ⅳ】議案提起

一,活動報告

(1)裁判 。報告会

(2)ニ ュースの発行

(3)号外の発効 2018年 2月 7日 ・ 9月 28日 ・ 10月 22日

(4)リ ーフレットの作成 2017年 12月
二,財政報告

(1)会計年度  2017年 9月 1日 ～ 2018年 8月 31日

(2)収支決算

①収入の部 577, 523円
A.前年度繰り越し金   204, 476円 。・・・・・・・・・・・・・・A)
B.報告会カンパ     138, 127円 。・・・・・・・・・・・・・・ B)

C.九州ブロック九州各県   89, 000円 。・・・・・・・・・・・・・・C)

D.郵便振り込み     145, 920円 ・・・・・・・・・・・・・・・D)

ョ+ 577, 523円
②支出305, 870日
③収支決算 ①―②=577, 523円 -305, 870円 =271, 653円 (収支乗1余金)

(3)次年度繰越金 271, 653円
三,これからの支援活動

① 「白衛官の命を守る親 (家族)の会」 (「親の会J)への連帯、支援を行う。

②弁護団と密に連携していく。

③裁判傍聴を呼びかける。

① 「支援する会ニュース」を発行する。

⑤裁判の意義を深め広めるために「学習会」を行う。

四,財政活動

(1)2019年 度財政方針

①会計年度  2018年 9月 1日 ～2019年 8月 31日

②収入 571,653円
*次年度繰り越し金  271, 653円
*カ ンパ・支援金目標 300, 000円

計571,653円
③ 10万円の支援を行います。

①カンパ活動

(2)郵便振替・労金口座

五,連絡先

*福岡平和フォーラムに事務所を置く

【V】 意見交換

【Ⅵ】閉会挨拶

F情 報を共有 J フェイスプックにアップ :

「防衛 大 人権侵 害裁 判 を支援する会 」で検 索
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